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無料相談案内（3月） ※相談は、無料でお受けします
※秘密は守ります

相　談 場　所 連絡先

教 育 相 談 喜連川支所
学校教育課

学校教育課
☎686－6620

生活困窮相談 社会福祉協議会氏家支部☎601－7123

ひきこもり相談 社会福祉協議会氏家支部☎682－2217

困 り ご と
全 般 の 相 談

地域共生センター SAKUTOMO
☎612－3557

無戸籍の相談 市民課　☎681－1115

相　談 場　所 連絡先
女 性 相 談

市役所相談室 こども政策課
☎681－1125ひとり親相談

児童家庭相談 さくらっこ子育て
相談ルーム

（氏家保健センター内）

こども家庭センター
☎616－3714

妊 娠・ 出 産・
育 児 の 相 談

こども家庭センター
☎616－3732

消 費 者
ト ラ ブ ル

市役所
第２庁舎２階

消費生活センター
☎681－2575

相　談 内　容

法 律 相 談
（ 要 予 約 ）

法律的な諸問題の相談 日  13日（金）午後1時～ 4時30分  場  氏家福祉センター  定  7名
申  2日（月）午前9時〜 社会福祉協議会氏家支部 ☎682－2217

心 配 ご と
相 談 所

行政・人権・民生の各委員が相談対応  日  12日（木）午前9時30分～11時30分
場  喜連川社会福祉センター  問  社会福祉協議会氏家支部 ☎682－2217

も の 忘 れ 相 談 会 もの忘れや認知症に関する相談  日  19日（木）午後2時～4時 場  喜連川図書館
問  高齢課 ☎681－1155

ふ く し の 相 談 室
コ ン タ る ー む

（ 要 予 約 ）

障がいをお持ちの方で日常で困っていること、福祉サービスや就労・就学に関すること 
日  10日（火）午前10時～正午、午後1時～3時 場  喜連川公民館 定  4名
申  障害者相談支援センター桜花　☎612−3488
　  障がい者支援センターふれあい　☎681−6666

地域若者サポート
ス テ ー シ ョ ン

若者の就労・ひきこもりに関する相談  日  11日（水）・18日（水）・25日（水）
午後1時〜 4時 場  氏家福祉センター 問  NPO法人キャリアコーチ ☎0287－47－5200

更生保護サポート
セ ン タ ー

犯罪・非行防止等に関する相談 日  4日（水）・11日（水）・18日（水）・25日（水）
午前９時～午後４時 場  問  塩谷地区保護司会サポートセンター ☎612－3575

相　談 内　容 連絡先

虐 待 相 談
（ 随 時 受 付 ）

児童虐待
⃝こども家庭センター　こども家庭相談係　☎616−3714
＊休日、夜間の緊急時
⃝児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189

障がい者虐待
⃝福祉課　障がい者虐待防止センター　☎681－1161
＊休日、夜間の緊急時
⃝福祉課　☎090－5554－6968・☎090－1996－4484

相　談 連絡先

高齢者総合相談窓口
（介護保険、虐待、権利擁護など）

⃝地域包括支援センター而
に

今
こん

　☎685－3294
　（喜連川地区、押上、長久保、蒲須坂、箱森新田、松山新田、松島）
⃝地域包括支援センターエリム 　☎681－1150（上記以外）
⃝高齢課　☎681－1155

令和 8 年度さくら市手話奉仕員養成研修受講者募集

旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

　日常会話に活用できる基礎的な手話の技能を身につけるための講習会です。
　受講には、自宅でインターネットに接続できる環境が必要となります。
　※４月9日（木）に事前説明会（午後７時～ 8時30分）を行いますので、必ず出席してください。

　旧優生保護法に基づく優生手術（不妊手術）や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害
を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。
対象となる方に補償金等を支給します。

申 込・問 合 先   社会福祉協議会 氏家支部
　　　　　（☎ 682−2217）

日時  4月16日（木）～
　　　　　令和9年３月18日（木）
　　　　　毎週木曜日　全46回
　　　　　午後7時～ 9時

場所  市民活動支援センター　2階 会議室
対象  16歳以上の市内在住・在勤・在学者

	   ※全46回の講習に参加できる方優先

申込期限  3月31日（火）

受講料  �無料
	   �ただし、テキスト代4,290円（実技

編3,300円、講義編990円）手話
動画視聴システム（視聴システム料
1,760円）は自己負担

内容  �有資格者による厚生労働省の手話奉仕
員養成カリキュラムに則った講習

　　　　　（入門編・基礎編 全46回 計90時間）

▶対象
補償金  

●子どもができなくなる手術をされた方　1500万円
●その配偶者（事実上の婚姻も含む）　500万円
※�本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

優生手術等一時金  
●子どもができなくなる手術をされた方　320万円
※�本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

人工妊娠中絶一時金  
●�旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなっ

た方　200万円
※�本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取っ

た場合は受け取れません。

▶申請方法
県こども政策課窓口にお問合せください

（平日午前9時～午後5時）

問 合 先  県こども政策課（☎623−3064）


